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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔操作手術システムのためのカートであって、当該カートは、
　ベースと、
　該ベースに接続され、且つ地面に沿って当該カートを移送するように構成される１つ又
は複数の車輪と、
　前記ベースに対して展開位置と後退位置との間で移動可能な防振部材であって、前記展
開位置において前記地面と接触し、及び前記後退位置において前記地面と接触しない防振
部材と、
　該防振部材に動作可能に結合される制御装置であって、第１のイベントの発生の際に前
記防振部材を前記展開位置に自動的に移動させ、及び第２のイベントの発生の際に前記防
振部材を前記後退位置に自動的に移動させるように構成される制御装置と、を備える、
　カート。
【請求項２】
　前記防振部材は、前記ベースに結合され、及び前記後退位置において前記ベース内に受
容される、請求項１に記載のカート。
【請求項３】
　複数の防振部材をさらに有する、請求項１又は２に記載のカート。
【請求項４】
　前記防振部材を前記後退位置に付勢する付勢装置をさらに有する、請求項１乃至３のい
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ずれか一項に記載のカート。
【請求項５】
　前記防振部材を前記後退位置から前記展開位置に移動させる作動装置をさらに有する、
請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカート。
【請求項６】
　油圧を前記作動装置に供給するように構成された油圧システムをさらに有する、請求項
５に記載のカート。
【請求項７】
　当該カートは、複数の防振部材、及びそれぞれの防振部材を作動させる複数の作動装置
を含み、前記油圧システムは、前記油圧を前記複数の作動装置に供給するように構成され
た単一の油圧回路を有する、請求項６に記載のカート。
【請求項８】
　前記油圧システムは、前記油圧を監視するように構成されたセンサを含む、請求項６又
は７に記載のカート。
【請求項９】
　前記油圧を解放するようにユーザによって手動で作動されるように構成された手動解除
装置をさらに有する、請求項６乃至８のいずれか一項に記載のカート。
【請求項１０】
　前記手動解除装置は、前記油圧システムの放出弁を作動させるように構成される、請求
項９に記載のカート。
【請求項１１】
　電動モータによって駆動される１つ又は複数の車輪をさらに有し、
　前記電動モータは、前記防振部材の前記展開位置にロックされ、
　前記手動解除装置を作動させることによって、前記電動モータのロックを解除して、前
記１つ又は複数の車輪が自由に回転するのを可能にする、
　請求項９又は１０に記載のカート。
【請求項１２】
　前記手動解除装置は、ドアによって閉鎖可能であるベースの区画内に配置され、
　前記手動解除装置が作動状態であるときに、停止部材が、前記ドアの閉鎖を阻止するよ
うに位置付けされる、
　請求項９乃至１１のいずれか一項に記載のカート。
【請求項１３】
　当該カートは、前記ベースに動作可能に結合されるマニピュレータアームを含み、
　第１のイベントによって、前記マニピュレータアームにカニューレが取り付けられる、
請求項１に記載のカート。
【請求項１４】
　第２のイベントによって、前記マニピュレータアームに取り付けられたカニューレが取
り外される、請求項１３に記載のカート。
【請求項１５】
　前記カニューレは、外科手術中に当該カートに取り付けられた複数のカニューレのうち
の最後まで残ったカニューレである、請求項１３のカート。
【請求項１６】
　前記作動装置は、前記防振部材を前記後退位置に付勢する付勢装置に打ち勝つような力
を及ぼす、請求項５に記載のカート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年３月１７に出願された米国仮特許出願第６１／９５４，２５８号に
ついて優先権を主張するものであり、この文献は、その全体が参照により本明細書に組み
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込まれる。
【０００２】
　本開示の態様は、防振装置を含む車輪付きカート、並びに関連するシステム及び方法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　遠隔操作（ロボット）手術システムは、外科医コンソールを含み、この外科医コンソー
ルにおいて、外科医が命令を入力して、外科手術中に、患者側カートのマニピュレータア
ームに取り付けられた１つ又は複数の遠隔操作手術用器具を制御することができる。患者
側カートは、外科手術のために患者側カートを患者の近くに位置付けするように、手術室
の周りに移動させることができる。このような患者側カートに関する１つの検討事項は、
患者側カートの移動中等にマニピュレータアーム等を介して取り付けられた器具に伝達し
得る振動である。患者側カートは、器具の取付けや振動を最小限に抑えるために有効であ
ったが、患者側カートには更なる改良が望まれている。例えば、患者側カートを機械的に
接地させる装置を患者側カートに設け、振動をさらに低減することが望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示の例示的な実施形態は、上述した問題の１つ又は複数を解決することができ、及
び／又は上述した所望の特徴の１つ又は複数を実証することができる。他の特徴及び／又
は利点は、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　少なくとも１つの例示的な実施形態によれば、遠隔操作手術システム用の患者側カート
は、ベース、ベースに接続されたカラム、カラムに接続されたブーム、ブームに接続され
たマニピュレータアーム、及び防振部材を有することができる。マニピュレータアームは
、手術用器具を支持するように構成することができる。防振部材は、ベースに対して展開
位置と後退位置との間で移動するように構成することができる。防振部材は、展開位置に
おいて地面と係合しており、及び後退位置において地面に接触しなくてもよい。
【０００６】
　別の例示的な実施形態によれば、カートは、ベース、ベースに接続され且つ地面に沿っ
てカートを移送するように構成された複数の車輪、及び防振部材を有することができる。
防振部材は、ベースに対して展開位置と後退位置との間で移動するように構成することが
できる。防振部材は、展開位置において地面と接触しており、及び後退位置において地面
に接触しなくてもよい。
【０００７】
　別の例示的な実施形態によれば、遠隔操作手術システム用の患者側カートの防振部材を
制御する方法は、外科手術のための患者側カートの準備に対応する第１のイベントの発生
を検出するステップを含むことができる。この方法は、患者側カートが配置される際に地
面に接触するように、命令信号を作動装置に発して防振部材を展開させるステップをさら
に含むことができる。
【０００８】
　更なる目的、特徴及び／又は利点は、以下の詳細な説明に部分的に記載され、及び詳細
な説明から部分的に明らかになり、又は本開示及び／又は特許請求の範囲を実施すること
によって知ることができる。これらの目的及び利点の少なくとも一部は、添付の特許請求
の範囲に特に指摘される要素及び組合せによって実現され、達成することができる。
【０００９】
　前述した概要の説明及び以下の詳細な説明の両方は、例示及び説明のためだけであり、
特許請求の範囲を限定するものではないことを理解すべきである。むしろ、特許請求の範
囲は、均等物を含む完全な広さの範囲に権利範囲が及ぶものである。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】例示的な実施形態に係る患者側カートの概略斜視図である。
【図２】防振部材を含む、患者側カートのベースの例示的な実施形態の概略平面図である
。
【図３】例示的な実施形態に係る後退状態にある防振部材を含む患者側カートの一部の概
略側面図である。
【図４】展開状態にある防振部材を含む図３の患者側カートの一部を示す図である。
【図５】例示的な実施形態に係る防振部材用の作動装置の概略的な部分断面図である。
【図６】例示的な実施形態に係る防振部材用の油圧システムの概略平面図である。
【図７】例示的な実施形態に係る防振部材を展開させるための概略的な方法を示す図であ
る。
【図８】例示的な実施形態に係る防振部材を後退させるための概略的な方法を示す図であ
る。
【図９】例示的な実施形態に係る第１の状態にある手動解除装置の概略図である。
【図１０】第２の作動状態にある図９の手動解除装置を示す図である。
【図１１】第１の状態にある図９の手動解除装置及びアクセスドアの部分斜視図である。
【図１２】第２の作動状態にある図１０の手動解除装置及びアクセスドアの部分斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、添付図面単独で、又は添付図面と一緒に以下の詳細な説明から理解すること
ができる。図面は、本開示の更なる理解を提供するために含まれ、且つ本明細書に組み込
まれ、本明細書の一部を構成する。図面は、本教示の１つ又は複数の例示的な実施形態を
示し、詳細な説明と共に、特定の原理及び動作を説明するのに役立つ。
【００１２】
　例示的な実施形態を示すこの詳細な説明及び添付の図面は、限定するものとして解釈す
べきではない。種々の機械的、組成的、構造的、電気的、及び操作上の変更は、本明細書
及び均等物を含む特許請求の範囲から逸脱することなく行うことができる。いくつかの例
では、周知の構造及び技術は、明細書の開示を不明瞭にしないために、詳細に示されてい
ない又は記載していない。複数の図面における同様の参照符号は、同一又は同様の要素を
表す。さらに、ある実施形態に関連して詳細に説明した要素及びそれら関連機能は、実用
上いつでも、具体的に図示又は説明されていない他の実施形態に含めることができる。例
えば、ある要素が１つの実施形態を参照して詳細に説明されているが、第２の実施形態を
参照して説明されていない場合に、この要素は、それにもかかわらず、第２の実施形態に
含まれるように権利範囲に含まれる。
【００１３】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲の目的について、特に明記しない限り、明細書及び
特許請求の範囲で使用される量、パーセンテージ、又は比率を表す全ての数字、及び他の
数値は、修飾されていない場合であっても、「約」という用語によって全ての場合におい
て修飾されるものとして理解すべきである。従って、特に断らない限り、以下の明細書及
び添付の特許請求の範囲に記載される数値パラメータは、得ようとする所望の特性に依存
して変化し得る近似値である。少なくとも、特許請求の範囲に対する均等論の適用を制限
させないように、各数値パラメータは、報告された有効数字の数に照らして、通常の数字
を丸める技術を適用することによって少なくとも解釈すべきである。
【００１４】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用される場合に、単数形「１つの(a,　an)」や
、「その(the)」、及び任意の単語の単数形の使用は、１つの指示対象に明白に且つ明確
に限定されない限り、複数の対象を含むことに留意されたい。本明細書で使用する場合に
、用語「含む、有する(include)」及びその文法的活用形は、非限定的であることを意図
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しており、それによって、リスト中の項目の列挙は、列挙された項目に置換又は追加する
ことができる他の同様な項目を除外するものではない。
【００１５】
　また、本明細書の用語は、本明細書の開示又は特許請求の範囲を限定することを意図す
るものではない。例えば、「の下に(beneath)」、「より下に(below)」、「下の(lower)
」、「の上に(above)」、「上の(upper)」、「基端の(distal)」、「先端の(distal)」等
の相対的な空間を示す用語は、図面の向きに示されるような他の要素や機能に対する１つ
の要素や機能の関係を説明するために使用される。これらの相対的な空間を示す用語は、
図面に示された位置及び向きに加えて、使用又は操作における装置の異なる位置（すなわ
ち、場所）及び向き（すなわち、回転配置）を包含することを意図している。例えば、図
中の装置をひっくり返した場合に、他の要素又は機能「より下に(below)」又は「の下に(
beneath)」として説明された要素は、次に他の要素又は機能「の上に(above)」又は「の
上に(over)」になるであろう。こうして、例示的な用語「より下に(below)」は、「の上
に(above)」及び「より下に(below)」の位置及び向きの両方を包含することができる。装
置は、他の方法で向き合わせする（９０度回転又は他の向きに回転する）ことができ、本
明細書で使用する相対的な空間記述は、それに応じて解釈することができる。手術用器具
の相対的な基端及び先端方向が、図にラベル付けされている。
【００１６】
　本開示は、患者側カートの振動を低減するための機構を含む遠隔操作手術システム用の
患者側カートを企図する。患者側カートは、ユーザから防振機構を展開又は後退させる指
示を受けることなく防振機構を自動的に展開及び後退させるような、防振機構の展開及び
後退の制御を容易にするためのシステムを含むことができる。こうして、ユーザが防振機
構を積極的に展開又は後退するよう要求することなく、患者側カートの振動低減を、制御
し且つ促進することができる。
【００１７】
　本開示の様々な例示的な実施形態は、振動低減を促進する防振装置を含むカートを企図
する。防振装置は、カートのベースに対して展開位置と後退位置との間で移動するように
構成された防振部材を含むことができる。カートは、例えば、ベース、ベースに接続され
たカラム、カラムに接続されたブーム、及びブームに接続されたマニピュレータアームを
有する遠隔操作手術システム用の患者側カートとすることができる。マニピュレータアー
ムは、手術用器具を支持するように構成することができる。防振部材は、展開位置におい
て地面と係合しており、及び後退位置において地面と接触していない。防振部材は、ベー
スに結合してもよく、及び後退位置においてベース内に受容され得る。患者側カートは、
複数の防振部材を含んでもよい。患者側カートは、防振部材を後退位置に付勢する付勢装
置をさらに含んでもよい。作動装置は、防振部材を後退位置から展開位置に移動させるこ
とができる。作動装置は、付勢装置に打ち勝つような力を及ぼすことができる。患者側カ
ートは、油圧を作動装置に供給するように構成された油圧システムをさらに有してもよい
。患者側カートは、複数の防振部材、及びそれぞれの防振部材を作動させる複数の作動装
置を含んでもよく、油圧システムは、油圧を複数の作動装置に供給するように構成された
単一の油圧回路を含む。油圧システムは、油圧を監視するように構成されたセンサを含ん
でもよい。患者側カートは、ユーザによって手動で作動され、油圧システムの油圧を解放
するように構成された手動解除装置を含んでもよい。手動解除装置は、油圧システムの放
出弁を作動するように構成してもよい。患者側カートは、電動モータによって駆動される
車輪を含んでもよく、電動モータは、防振部材の展開位置にロックされ、手動解除装置を
作動させることによって、電動モータのロックを解除して、車輪が自由に回転するのを可
能にする。手動解除装置は、ドアによって閉鎖可能である、ベース内の区画内に配置して
もよく、手動解除装置が作動状態にあるときに、停止部材は、ドアの閉鎖を阻止するよう
に位置付けされる。
【００１８】
　本明細書で説明する様々な例示的な実施形態では、カートは、防振部材の展開及び後退
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を制御するように構成された制御装置を有してもよい。制御装置は、第１のイベントの発
生の際に防振部材を自動的に展開するように構成され、及び第２のイベントの発生の際に
防振部材を自動的に後退するように構成してもよい。第１のイベントによって、マニピュ
レータアームにカニューレが取り付けられる。第２のイベントによって、患者側カートに
取り付けられたカニューレが取り外される。第２のイベントについてのカニューレは、外
科手術中に患者側カートに取り付けられ、最後まで残ったカニューレであってもよい。
【００１９】
　本開示の様々な例示的な実施形態は、遠隔操作手術システム用の患者側カートの防振部
材を制御する方法も企図する。この方法は、外科手術のための患者側カートの準備に対応
する第１のイベントの発生を検出するステップと、患者側カートが配置される際に、命令
信号を駆動装置に発して、防振部材を展開させ地面に接触させるステップとを含んでもよ
い。第１のイベントには、患者側カートのマニピュレータアームにカニューレを取り付け
るステップが含まれる。この方法は、外科手術の終了に対応する第２のイベントの発生を
検出するステップと、命令信号を作動装置に発して、防振部材を後退させるステップとを
さらに含んでもよい。第２のイベントによって、患者側カートに取り付けられたカニュー
レが取り外される。第２のイベントにおけるカニューレは、外科手術中に患者側カートに
取り付けられ、最後まで残ったカニューレであってもよい。
【００２０】
　図１をここで参照すると、遠隔操作手術システムの患者側カート１００の例示的な実施
形態が示されている。当業者にはなじみがあるように、遠隔操作外科手術システムは、患
者側カート１００の器具を制御するためにユーザからの入力を受信するための外科医コン
ソール（図示せず）だけでなく、例えば２０１３年１２月５日に公開された”Multi-Port
　Surgical　Robotic　System　Architecture”という標題の米国特許出願公開第２０１
３／０３２５０３３号明細書、２０１３年１２月５日に公開された”Redundant　Axis　a
nd　Degree　of　Freedom　for　Hardware-Constrained　Remote　Center　Robotic　Man
ipulator”という標題の米国特許出願公開第２０１３／０３２５０３１号明細書に記載さ
れるような補助制御／ビジョンカート（図示せず）を含んでもよく、これらの文献は、そ
の全体が参照により本明細書に組み込まれる。非限定的な例として、本開示によって企図
されるタイプの遠隔操作手術システムは、Intuitive　Surgical,　Inc.から入手可能なda
　Vinci（登録商標）手術システムのいずれかを含む。
【００２１】
　患者側カート１００は、ベース１０２、メインカラム１０４、及びメインカラム１０４
に接続されたメインブーム１０６を含むことができる。患者側カート１００は、複数のマ
ニピュレータアーム１１０，１１１，１１２，１１３も含むことができ、各マニピュレー
タアームは、メインブーム１０６に接続することができる。マニピュレータアーム１１０
，１１１，１１２，１１３の一部は、マニピュレータアーム１１０について示されるよう
に、器具１３０を取り付けることができる器具取付け部１２０を含むことができる。マニ
ピュレータアーム１１０，１１１，１１２，１１３は、外科医コンソールのユーザによっ
て提供される命令に応じて外科手術中に操作することができる。例示的な実施形態では、
外科医コンソールから伝達される信号（複数可）又は入力（複数可）は、制御／ビジョン
カートに伝達することができ、制御／ビジョンカートは、入力（複数可）を解釈し、患者
側カート１００に伝達される命令（複数可）又は出力（複数可）を生成して、器具１３０
（そのような１つのみの器具が図１に取り付けられる）及び／又は（器具１３０が患者側
カート１００に結合される）マニピュレータアーム１１０の部分の操作を引き起こす。
【００２２】
　例示的な実施形態によれば、器具取付け部１２０は、作動インターフェイスアセンブリ
１２２及びカニューレ取付け部１２４を含むことができ、器具１３０のシャフト１３２は
、器具のカニューレ取付け部１２４を通って（外科手術中に手術部位上に）延びており、
及び作動インターフェイスアセンブリ１２２と接続する力伝達機構１３４を通って延びて
いる。カニューレ取付け部１２４は、カニューレ（図示せず）を保持するように構成する
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ことができ、このカニューレを介して、器具１３０のシャフト１３２が外科手術中に手術
部位に延びる。作動インターフェイスアセンブリ１２２は、外科医コンソールの入力命令
に応答して制御され且つ力を力伝達機構１３４に伝達して器具１３０を作動させるための
様々な機構を含むことができる。
【００２３】
　図１の例示的な実施形態は、見易さのためにマニピュレータアーム１１０のみに取り付
けられた器具１３０を示しているが、器具は、マニピュレータアーム１１０，１１１，１
１２，１１３のいずれか又はそれぞれに取り付けることができる。器具１３０は、エンド
エフェクタを含む手術用器具であってもよく、外科手術中に利用され、遠隔手術部位の情
報（例えば、視覚化、電気生理学活性、圧力、流体の流れ、及び／又は他の感知データ）
を提供するカメラ機器又は他の感知器具であってもよい。図１の例では、エンドエフェク
タ含む手術用器具又はカメラ機器のいずれかが、マニピュレータアーム１１０，１１１，
１１２，１１３のいずれかに取り付けられ及び共に使用することができる。しかしながら
、本明細書に記載の実施形態は、図１の例示的な実施形態に限定されるものではなく、種
々の他の遠隔操作手術システムの構成を、本明細書に記載の例示的な実施形態と一緒に使
用してもよい。
【００２４】
　患者側カートは、外科手術を準備するために患者側カートを手術室の周りに移動する際
に又は外科手術が完了した後のように、患者側カートをある場所から別の場所に移動させ
るのを制御するための１つ又は複数の装置を含むことができる。図２を参照すると、（図
１の例示的な実施形態の患者側カート１００等の）患者側カートのベース２０２が、概略
的に示されている。ベース２０２は、患者側カートをある場所から別の場所に移動させる
のを可能にする複数の車輪を含むことができる。例示的な実施形態によれば、車輪の１つ
又は複数を駆動して、患者側カートを移動させることができる。図２の例示的な実施形態
に示されるように、ベース２０２は、モータ２１１により駆動される第１の車輪２１０と
、モータ２１３によって駆動される第２の車輪２１２とを含むことができる。例示的な実
施形態によれば、ベース２０２は、例えば、自由に移動するキャスタであり得る非駆動車
輪２２０をさらに含むことができる。
【００２５】
　ベース２０２を含む患者側カートは、２０１３年３月１３日に出願された”Surgical　
Patient　Side　Cart　with　Drive　System　and　Method　of　Moving　a　Patient　S
ide　Cart”という標題の米国特許出願第１４／２０９，２３９号（２０１４年１０月２
日に公開された米国特許出願公開第２０１４／０２９７１３０号明細書）に記載されるよ
うに患者側カートを操縦するための駆動システムを含むことができ、この文献は、その全
体が参照により本明細書に組み込まれる。図２の例示的な実施形態に示されるように、ベ
ース２０２は、２つの駆動車輪２１０，２１２、及び２つの非駆動車輪２２０を含むこと
ができるが、本明細書に記載の様々な例示的な実施形態は、この構成に限定されるもので
はなく、他の数の駆動及び非駆動車輪を含むことができる。本開示による患者側カートは
、（米国仮特許出願第６１／８９５，２４９号について優先権を主張する）米国特許出願
公開第２０１４／０２９７１３０号明細書に記載の電動走行制御システムを含むことに限
定されない。
【００２６】
　例示的な実施形態によれば、ベース２０２を含む患者側カートは、ユーザが患者側カー
トをある場所から別の場所に駆動するための操縦インターフェイス２３０を含むことがで
きる。操縦インターフェイス２３０は、例えば、２０１４年３月１３日に出願された”Su
rgical　Patient　Side　Cart　with　Steering　Interface”という標題の米国出願第１
４／２０８，６６３号（２０１４年１０月２３日に公開された米国特許出願公開第２０１
４／０３１６６５４号明細書）に記載される様々な例示的な実施形態に従って構成するこ
とができ、この文献は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００２７】
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　外科手術中に、振動は、患者側カートの部品を作動させ及び移動しているとき等に、患
者側カート内に発生し得る。振動は、患者側カートを介して患者側カートのマニピュレー
タアームに取り付けられた手術用器具に伝達され、手術用器具をある程度移動させ得る。
これに対処するため、患者側カートは、１つ又は複数の防振部材を含んで、患者側カート
の振動を低減又は最小化することができる。図２の例示的な実施形態に示されるように、
ベース２０２は、複数の防振部材２４０を含んでもよい。防振部材２４０は、後述するよ
うに、ベース２０２の下の地面に接触するように構成され、患者側カートの移動中に発生
する振動等の振動を低減又は最小化することができ、こうして患者側カートに取り付けら
れた手術用器具の安定化を促進する。患者側カートのベースは、図２の例示的な実施形態
に示されるように、４つの防振部材２４０を含むことができるが、本明細書に記載の様々
な例示的な実施形態は、４つの防振部材に限定されるものではなく、代わりに、例えば１
つ、２つ、３つ、５つ、６つ又はそれ以上の防振部材等の他の数の防振部材を含んでもよ
い。
【００２８】
　例示的な実施形態によれば、患者側カートの防振部材は、患者側カートが傾く又は転が
るのを最小化又は防止する観点から、患者側カートの安定性に作用するように使用する必
要はない。代わりに、防振部材を使用して、患者側カートの振動を低減することができ、
この振動の低減は、次に患者側カートに取り付けられた手術用器具の動きにもたらされる
。そこで、防振部材は、地面に接触するように構成されるが、十分な力によって患者側カ
ートを持ち上げたり、他に移動させたりするように構成されない。
【００２９】
　上述したように、患者側カートの防振部材は、振動を最小化又は低減するように地面に
接触するように構成することができる。ある場所から別の場所への患者側カートの操縦を
容易にするために、防振部材は、後退可能及び展開可能であってもよい。図３を参照する
と、患者側カートのベース３０２及びメインカラム３０４の一部の側面図が示されており
、患者側カートは、図１及び図２の例示的な実施形態に従って配置され得る。例えば、ベ
ース３０２は、図２の例示的な実施形態に関して上述したように、１つ又は複数の駆動車
輪３１０、及び１つ又は複数の非駆動車輪３２０を含むことができる。ベース３０２を含
む患者側カートの振動に対処するために、ベース３０２は、図３の例示的な実施形態にお
いて後退状態にある１つ又は複数の防振部材３４０を含むことができ、防振部材３４０は
、地面３５０と接触しておらず、患者側カートの操縦を容易にする。
【００３０】
　防振部材３４０は、図４の例示的な実施形態に示されるように、地面３５０に接触する
ように展開することができる。こうして、図３及び図４の例示的な実施形態に示されるよ
うに、防振部材３４０は、ベース３０２及び地面３５０に対してそれぞれの上昇位置と下
降位置との間で展開又は後退させることができる。例えば、患者側カートが外科手術のた
めに位置付けされた後に、防振部材３４０を展開して、振動を最小化することができる。
例示的な実施形態によれば、患者側カートは、防振部材３４０の展開及び後退を制御する
ための制御装置を含むことができ、その展開及び後退は、以下でさらに詳細に説明するよ
うに、制御装置が患者側カートの状態に関する情報を受信した場合に起こり得る。
【００３１】
　防振部材は、追加の検討事項を考慮して、患者側カートの振動を最小化又は低減するよ
うに構成してもよい。例示的な実施形態によれば、防振部材３４０の底面３４１は、防振
部材３４０と地面３５０との接触面積を最大化するように、実質的に平坦であってもよい
。例示的な実施形態によれば、底面３４１の縁部３４２は、防振部材３４０によって地面
３５０にマーキングが付くのを最小化又は排除するように、丸みが付けられる。図２の例
示的な実施形態に示されるように、防振部材２４０，３４０は、円筒形状を有してもよい
が、本明細書に記載の様々な例示的な実施形態の防振部材は、例えば、正方形断面、矩形
断面等の他の形状、又は当業者によく知られている他の形状を有してもよい。防振部材３
４０は、例えば約２．５４センチメートル（ｃｍ）(1inch)～約７．６２ｃｍ(3inches)、
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例えば約３．８１ｃｍ(1.5inches)～約５．０８ｃｍ(2inches)　の範囲の直径又は幅３４
４を有してもよい。防振部材３４０は、ベース３０２と地面３５０との間のクリアランス
量を最大化するように、ベース３０２内に完全に後退するように構成してもよい。患者側
カートの防振部材は、ユーザとの相互作用を最小化又は排除するために患者側カートのベ
ース内に配置してもよい。例えば、図２の例示的な実施形態に示されるように、防振部材
２４０は、この防振部材２４０が人の足の上に展開されるのを最小化又は排除するために
ベース２０２の外縁２０３から離して配置してもよい。例示的な実施形態によれば、防振
部材２４０は、振動の低減を促進するために、例えばベース２０２の外周に近い、ベース
２０２内に位置付けしてもよい。こうして、防振部材２４０の位置は、これらの検討事項
を考慮して選択することができる。
【００３２】
　例示的な実施形態によれば、患者側カートをある場所から別の場所へ移動させるとき等
に、防振部材を後退位置に付勢して、防振部材の後退を容易にすることができる。図５を
参照すると、患者側カートのベース４０２にある防振部材４４０の部分的な側面図が、示
されている。防振部材４４０は、例えば図２～図４の例示的な実施形態の防振部材２４０
及び３４０として使用することができる。付勢装置は、図５の例示的な実施形態において
方向４４６に沿って地面４５０から離れる上方等の後退位置に防振部材４４０を付勢する
ように設けてもよい。付勢装置は、例えば、付勢力を与えて防振部材４４０を後退位置に
付勢するばね４４４であってもよい。図５の例示的な実施形態は、防振部材４４０につい
て単一の付勢装置（例えば、ばね４４４）を示しているが、本明細書に記載の様々な例示
的な実施形態は、例えば、２つ、３つ、４つ、又はそれ以上の付勢装置等の他の数の付勢
装置を含んでもよい。
【００３３】
　また、当業者によく知られているばね４４４以外の他の付勢装置を、本明細書に記載の
様々な例示的な実施形態に使用してもよい。例えば、図５のピストン・シリンダ装置４３
０は、二重ピストン・シリンダ配置（図示せず）を介して油圧をピストンの両側に与える
ように構成される。このような配置により、油圧をピストンの一方の側に加えることによ
って、方向４４６に沿って地面４５０に向けて下方に防振部材４４０を展開することがで
き、及び油圧をピストンの別の側に加えることにより、方向４４６に沿って地面４５０か
ら離れる方向に防振部材４４０を後退させることができる。
【００３４】
　防振部材は、防振部材を展開するための作動装置を含むことができる。防振部材がばね
４４４等の付勢装置を含む場合に、展開（作動）装置は、付勢装置によって加えられる力
に打ち勝つように構成することができ、それによって防振部材を展開位置に移動させるこ
とができる。例示的な実施形態によれば、油圧システムを使用して、付勢装置によって加
えられる力に打ち勝ち、防振部材を展開することができる。油圧システムは、例えば、防
振部材のアクチュエータに油圧油を供給するポンプを含むことができ、アクチュエータに
供給される油圧油の圧力は、付勢力に打ち勝ち、防振部材を展開させる。図５の例示的な
実施形態に示されるように、ポンプ４１０は、油圧をピストン・シリンダ装置４３０に供
給するために設けられ、このピストン・シリンダ装置は、防振部材４４０のアクチュエー
タとして機能する。ポンプ４１０が油圧油をピストン・シリンダ装置４３０に供給するの
で、圧力油の圧力によって、ピストン・シリンダ装置４３０が、ばね４４４によって与え
られる力に打ち勝ち、防振部材４４０が方向４４６に沿って下向き等に展開され、それに
よって、防振部材４４０が地面４５０に接触する。こうして、防振部材４４０の展開及び
後退を制御する制御装置（図５に図示せず）は、ポンプ４１０に命令を発して、防振部材
４４０を展開させることができる。
【００３５】
　例示的な実施形態によれば、防振部材を後退させるために、防振部材を展開するように
構成された作動装置を非活性化することができ、又はこの装置によって提供される力を他
の方法で停止させ、防振部材の後退を可能にする。付勢装置を使用して防振部材を後退さ
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せる場合に、展開装置の非活性化によって、付勢装置が防振部材をその後退位置に戻すの
を可能にする。図５の例示的な実施形態では、油圧システムは、ピストン・シリンダ装置
４３０に供給される圧力を解放するための放出弁４２０をさらに含むことができ、ばね４
４４によって防振部材４４０を方向４４６に沿ってその後退位置に移動させるのを可能に
する。例示的な実施形態によれば、放出弁４２０は、防振部材４４０の展開及び後退を制
御するように構成された制御装置によって作動することができ、それによって、防振部材
４４０の展開及び作動は、制御装置によって作動させることができる。例示的な実施形態
によれば、放出弁４２０は、患者側カートの移動を容易にするために防振部材４４０を後
退させる必要がある場合に、ユーザによって手動で作動してもよい。別の例示的な実施形
態によれば、防振部材を展開するように構成された作動装置は、作動装置を非活性化する
又は作動装置によって加えられる力を停止する代わりに、作動装置によって防振部材に加
えられる力を減少させること等によって、防振部材を後退させるように作動し得る。
【００３６】
　上述したように、油圧システムは、患者側カートの１つ又は複数の防振部材の展開を作
動させるために設けることができる。例示的な実施形態によれば、単一の油圧回路は、患
者側カートの全ての防振部材に使用することができる。図６を参照すると、患者側カート
のベース５０２にある油圧システム５００が、概略的に示されている。油圧システム５０
０は、上述した図２～図５の例示的な実施形態の防振部材に使用することができる。図６
の例示的な実施形態に示されるように、油圧システム５００は、油圧回路５１２に接続さ
れた（図５の例示的な実施形態のポンプ４１０及び放出弁４１０に従って構成される）ポ
ンプ５１０及び放出弁５２０を有することができる。油圧回路５１２は、例えば、それぞ
れの防振部材の全てのアクチュエータ５３０（例えば、図４の例示的な実施形態のピスト
ン・シリンダ装置４３０、又は他の防振部材のアクチュエータ）に接続された単一の油圧
回路であってもよい。こうして、単一のポンプ５１０及び放出弁５２０を使用して、患者
側カートの全ての防振部材を作動させることができる。各防振部材のアクチュエータ５３
０を単一の油圧回路５１２に接続することにより、防振部材を展開して地面に接触させる
場合に、各アクチュエータ５３０が油圧回路から実質的に同じ油圧を受けるので、防振部
材の力均等化効果を達成することができる。
【００３７】
　図６の例示的な実施形態に関して上述したように、様々な例示的な実施形態は、単一の
油圧回路を含むことができる。しかしながら、本明細書に記載の様々な例示的な実施形態
は、単一の油圧回路に限定されるものではなく、複数の油圧回路を含んでもよい。例えば
、患者側カートのベースは、カートの前輪用の第１の油圧回路と、カートの後輪用の第２
の油圧回路とを含んでもよい。別の例では、患者側カートのベースは、ベースの各防振部
材について別個の油圧回路を含んでもよい。
【００３８】
　油圧システムは、システムの油圧を監視するためのセンサを含むことができる。図６の
例示的な実施形態に示されるように、油圧システム５００は、油圧回路５１２に接続され
た調整装置５５０を含み、油圧回路５１２の油圧を調整することができる。例示的な実施
形態によれば、調整装置５５０は、例えば、所定の圧力に達するとポンプ５１０を非活性
化する、ポンプ５１０に接続されたスイッチでもよい。別の例示的な実施形態では、調整
装置５５０は、油圧及びポンプ５１０の信号を監視して、所定の最大圧力に達したとき、
又は油圧の損失によって現れるようなリークが発生した場合を判定したときに、非活性化
するためのセンサであってもよい。この非活性化が発生するときに、防振部材の展開及び
後退を制御するための制御装置は、視覚及び／又は音声通知等の通知を患者側カートのユ
ーザに提供することができるが、他のタイプの通知は、本開示の範囲から逸脱することな
く企図される。
【００３９】
　例示的な実施形態によれば、油圧回路５１２は、調整装置５５０が正常に機能しない場
合に、油圧回路５１２の圧力を制御するための装置を含むことができる。例えば、装置は
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、油圧が所定の最大油圧を超えるのを防止することができ、それによって、油圧システム
５００は、防振部材を移動させ、又は患者側カートをさらに持ち上げ得るような過度の圧
力をアクチュエータ５３０に供給することがない。このような装置は、調整装置５５０が
正常に機能していない場合等の、放出弁の所定の最大油圧に達した場合に、例えば、油圧
を自動的に解放する放出弁（図６に図示せず）とすることができる。
【００４０】
　防振部材の展開を作動させる装置として油圧システムを含む例示的な実施形態について
、上述したが、防振部材を展開するために、他の装置及びシステムを本明細書に記載の様
々な例示的な実施形態に使用してもよい。例えば、当業者によく知られている電動モータ
及び他のアクチュエータを使用して、本明細書に記載の様々な例示的な実施形態の防振部
材を展開してもよい。
【００４１】
　図２～図６の例示的な実施形態に関連して上述したように、患者側カートは、防振部材
の展開及び後退を制御するための制御装置を含むことができる。このようなシステムは、
ユーザが、振動を低減させるために外科手術について防振部材を展開するのを忘れ得る、
又は外科手術が完了すると、カートの移動を容易にするために防振部材を後退させるのを
忘れ得るので、防振部材を自動的に展開及び後退させるのは有用であり得る。例示的な実
施形態によれば、患者側カートの防振部材の自動展開は、例えば第１のイベントが発生し
たときに、制御装置によって作動させることができ、及び防振部材の自動後退は、例えば
第２のイベントが発生したときに、制御装置によって作動させることができる。
【００４２】
　例示的な実施形態によれば、防振部材の展開及び後退を制御するための制御装置は、防
振部材の後退／展開状態を監視するセンサからの信号を受信することができる。センサは
、例えば、防振部材用の作動装置の油圧回路５１２等の油圧回路に接続され、防振部材の
展開を示す回路の圧力が高い場合を検出するような圧力センサであってもよい。別の例で
は、センサは、防振部材の動き及び／又は位置を直接的に検出する位置センサであっても
よい。別の例では、センサは、防振部材の底面に位置する接触センサであってもよく、そ
れによって、防振部材が地面に接触した場合に、センサが活性化され、制御装置に信号を
発する。
【００４３】
　患者側カートが外科手術のための準備が整った又はほぼ準備が整ったときに、防振部材
を展開させ、及び外科手術が終了したときに、防振部材を後退させることが望ましいので
、第１及び第２のイベントは、外科手術の前後での患者側カートを準備することに関連し
得る。例示的な実施形態によれば、制御装置によって患者側カートの１つ又は複数の防振
部材の自動展開をトリガする第１のイベントは、例えば、図１の例示的な実施形態におけ
るマニピュレータアーム１１０（又はマニピュレータアーム１１０～１１３のいずれか）
のカニューレ取付け部１２４にカニューレ（図示せず）を取り付けること等による、患者
側カートのマニピュレータアームにカニューレを取り付けるステップである。マニピュレ
ータアーム１１０～１１３のカニューレ取付け部１２４は、マニピュレータアームのそれ
ぞれのカニューレ取付け部に取り付けられたカニューレの種類及び／又は有無を検出する
ための１つ又は複数のセンサを含んでもよい。例えば、どの様なタイプのカニューレがマ
ニピュレータアームに取り付けられたかを特定するために用いられるセンサからの信号を
使用して、それぞれのアームに取り付けられたカニューレの有無を検出することができる
。このようなセンサは、例えば、本明細書と同日に出願された国際特許出願第２０１５／
#####号（代理人整理番号　ＩＳＲＧ０５５００／ＰＣＴ）（２０１４年３月１７日に出
願された”Surgical　Cannulas　and　Related　Systems　and　Methods　of　Identifyi
ng　Surgical　Cannulas”という標題の米国仮特許出願第６１／９５４，３１８号につい
て優先権を主張する）に記載されるようなセンサであり、これらの文献は、その全体が参
照により本明細書に組み込まれる。
【００４４】
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　別の例示的な実施形態によれば、それぞれのアームに取り付けられたカニューレの有無
を検出するためのセンサは、ラッチ位置センサとして構成することができる。ラッチ位置
センサは、ラッチの１つ又は複数の部品の動きを検出すること等により、カニューレを取
り付けるために使用したラッチが何時されたかを検出するように構成することができる。
そのような動きを検出するために使用される適切なセンサの一例は、フォトインタラプト
(photo-interrupt)センサを含むが、当業者は、ラッチの動きを検出するために使用され
る様々な他のタイプのセンサを理解するであろう。
【００４５】
　例示的な実施形態によれば、複数のセンサを使用して、１つ又は複数の防振部材の意図
しない展開につながり得る誤検出の読み取りを回避するよう、それぞれのアームに取り付
けられたカニューレの有無を検出することができる。例えば、制御装置は、例えばカニュ
ーレの有無／識別センサ及びラッチ位置センサの両方から、複数のカニューレ有無センサ
から信号を受信したときに、１つ又は複数の防振部材を展開するように構成することがで
きる。
【００４６】
　カニューレの有無を検出するために使用された１つ又は複数のセンサからの信号を、防
振部材（複数可）の展開及び後退を制御する制御装置に提供することができ、それによっ
て、制御装置は、カニューレがマニピュレータに最初に取り付けられ及び防振部材を何時
展開すべきかを判断することができる。制御装置によって患者側カートの１つ又は複数の
防振部材の自動後退をトリガする第２のイベントは、例えば、患者側カートのマニピュレ
ータアームに取り付けられた最後のカニューレを取り外すステップである。例えば、制御
装置は、様々なマニピュレータアーム１１０～１１３のカニューレ取付け部１２４のセン
サから信号を受信し、１つのみのカニューレがアーム１１０～１１３に取り付けられたま
まであることを判定し、その後最後のカニューレが取り外されたときに防振部材を自動的
に後退させることができ、この最後のカニューレの取外しは、患者側カートが、外科手術
を終えた後に移動する準備が整った又はほぼ準備が整ったことを表し得る。
【００４７】
　本明細書に記載の様々な例示的な実施形態は、上述した第１及び第２のイベントに応じ
て防振部材を自動的に展開及び後退させる制御装置を含むことができるが、他のイベント
を、第１及び第２のイベントに使用してもよい。例えば、第１のイベントは、患者側カー
トのマニピュレータアームに第２のカニューレを取り付けるステップの発生、第３のカニ
ューレを取り付けるステップの発生、又は他のイベントとすることができる。別の例示的
な実施形態によれば、イベントは、図２の操縦インターフェイス２３０のデッドマンスイ
ッチの作動又は解除であってもよい。デッドマンスイッチの例示的な実施形態が、２０１
４年１０月２３日に公開された米国特許出願公開第２０１４／０３１６６５４号明細書（
２０１３年３月１５日に出願された米国仮特許出願第６１／７９１，９２４号について優
先権を主張する）記載されており、これら各文献は、参照により本明細書に組み込まれる
。操縦インターフェイス２３０でデッドマンスイッチの解除は、患者側カートの移動が終
了し且つカートが外科手術のために準備が整ったことを表し得る。こうして、このイベン
トが発生したときに、制御装置は、防振部材（複数可）を展開することができる。同様に
、デッドマンスイッチの作動は、外科手術が終了し且つ患者側カートの移動の準備が整っ
たことを表し得る。こうして、制御装置は、防振部材（複数可）を後退させることができ
る。
【００４８】
　例示的な実施形態によれば、患者側カートの防振部材（複数可）の展開及び後退を制御
するための制御装置は、短時間で患者側カートの移動を容易にするために、防振部材（複
数可）を二段階で後退させてもよい。第１段階では、防振部材は、制御装置によって地面
から後退させることができる。第１段階は、例えば、約１秒以下で発生し得る。第２段階
では、防振部材は、完全な後退位置まで後退し続け得るが、防振部材（複数可）が依然と
して後退しているので、患者側カートの移動が可能となり、防振部材（複数可）は、もは
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や地面と接触していない。
【００４９】
　患者側カートの使用中に、ユーザによって解消し得るシステムエラーが発生する可能性
がある。エラーを解消する１つの方法は、患者側カートの電源を切って直ぐに入れ直す電
源サイクルを行うことである。例示的な実施形態によれば、このような電源サイクルが発
生した場合に、患者側カートの防振部材（複数可）の展開及び後退を制御するための制御
装置は、防振部材（複数可）を展開位置に維持するように構成することができ、それによ
って防振部材は、電力サイクル中に地面と接触したままであり、防振部材（複数可）は、
電源サイクル中であっても振動の低減を促進することができる。例示的な実施形態によれ
ば、制御装置は、例えば、カニューレが依然として取り付けられていることを示す信号を
カニューレ取付け部のセンサから受信し、またユーザが電源サイクルを命じたことの通知
を受信することにより、このように構成することができる。
【００５０】
　図７を参照すると、患者側カートの防振部材（複数可）を展開させるように制御するた
めの例示的な実施形態の概略的なフローチャートが、提供される。本明細書に記載の防振
部材の様々な例示的な実施形態は、図７の例示的な実施形態によれば、展開及び後退を制
御するための制御装置等を介して展開することができる。第１のステップ６００では、防
振部材は、後退位置にある。制御プロセスは、防振部材（複数可）を展開するための命令
が制御装置を介して提供されるステップ６１０に進む。防振部材（複数可）用の展開装置
が、図２～図６の例示的な実施形態に関して上述した油圧システムを含む場合に、油圧シ
ステムの圧力は、ステップ６１０で低い状態であり得る。ステップ６１０では、展開は、
図５及び図６の例示的な実施形態のポンプ４１０又は５１０等の、油圧システムのポンプ
を作動させることによって開始することができる。例示的な実施形態によれば、制御装置
は、ポンプに電力が供給されているかどうかを決定等するためにポンプを監視することが
できる。所定の時間内にポンプに電力が供給されない場合に、プロセスは、図７のステッ
プ６１８で示されるように、ステップ６００に戻ってもよい。
【００５１】
　ポンプに電力が供給されると、プロセスは、ポンプが作動されるステップ６２０に進む
。例示的な実施形態によれば、制御装置は、圧力が増大しているかどうかを判定するため
に、ポンプ及び／又は油圧回路を監視することができる。圧力が所定時間内に増大しない
場合に、プロセスは、図７のステップ６２２等を介してステップ６００に戻ってもよい。
圧力が増大している場合に、プロセスは、所望の圧力が達成されたステップ６３０に進み
、制御装置は、命令を発してポンプへの電力を停止する。ポンプへの電力が所定時間内に
非活性化されない場合に、制御装置は、図５及び図６の放出弁４２０又は５２０等の放出
弁に命令して、放出弁を開いて油圧を解放させ、プロセスを図７のステップ６３２等を介
してステップ６００に戻してもよい。ポンプの電源がうまく非活性化されると、プロセス
は、防振部材（複数可）が展開されるステップ６４０で終了し得る。例示的な実施形態に
よれば、展開プロセスは、上述した以外の異なる経路に従ってもよい。例えば、プロセス
は、油圧システムが既に高圧であり、且つ必要なステップとして防振部材（複数可）を展
開する命令のみが必要である場合に、ステップ６０２に沿ってステップ６００からステッ
プ６４０に進むことができる。
【００５２】
　例示的な実施形態によれば、患者側カートの防振部材（複数可）が展開された場合に、
患者側カートの駆動車輪は、外科手術中に患者側カートの固定化を促進するように、ロッ
クすることができる。例えば、患者側カートの防振部材（複数可）が展開されるときに、
図２の例示的な実施形態の駆動車輪２１０，２１２がモータ２１１，２１３内に係合して
ロックしてもよい。
【００５３】
　図８を参照すると、患者側カートの防振部材（複数可）を後退させるように制御する例
示的な実施形態の概略的なフローチャートが、提供される。本明細書に記載の防振部材の



(14) JP 6554113 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

様々な例示的な実施形態は、図８の例示的な実施形態によれば、展開及び後退を制御する
ための制御装置等を介して、後退させることができる。第１のステップ７００では、防振
部材は、展開位置にある。制御プロセスは、防振部材（複数可）を後退させるような命令
が制御装置等を介して提供される７１０ステップに進む。例示的な実施形態によれば、図
５及び図６の放出弁４２０，５２０等の放出弁は、油圧システム内の油圧を解放するよう
に作動される。その結果、図５のばね４４４等の付勢装置は、付勢力を加えて、防振部材
（複数可）を後退位置に移動させることができる。
【００５４】
　図８のプロセスは、防振部材（複数可）が後退を開始するステップ７２０に進むことが
できる。ステップ７２０は、例えば、防振部材が後退を開始する、上述した展開の第１段
階に相当し得る。プロセスは、防振部材（複数可）が、ステップ７２０とステップ７３０
との間で、例えば約１秒以下等で部分的に後退し、防振部材が後退し続ける間に患者側カ
ートを移動するのを可能にするステップ７３０に進むことができる。プロセスは、放出弁
への電力が非活性化され、防振部材（複数可）の次の展開に備えて放出弁を閉じるのを可
能にするステップ７４０に進む。最後に、ステップ７５０では、防振部材は、完全に後退
した状態となり得る。例示的な実施形態によれば、制御装置は、放出弁の状態を監視し、
放出弁を作動させる電力が所定の時間内に停止されない場合に、ステップ７１２等を介し
てステップ７１０からステップ７５０に直接的に進むことができる。図８の例示的な実施
形態は、放出弁を作動させることによって、防振部材を後退させることに関して説明して
いるが、本明細書に記載の様々な例示的な実施形態は、力を停止する又は作動装置を非活
性化する代わりに、作動装置によって加えられる力を減少させるために、例えば作動装置
（例えば、油圧回路）を作動させること等の、防振部材を後退させる他の方法を使用して
もよい。
【００５５】
　ユーザが、防振部材（複数可）を後退させ且つ患者側カートを直ぐに移動させることを
望む場合等に、患者側カートの防振部材（複数可）を手動で後退させる手動解除装置を患
者側カートに設けることが望ましい。図９を参照すると、手動解除システムの例示的な実
施形態が、概略的に示されている。図９に示されるように、ユーザが防振部材（複数可）
を作動させ且つ手動で後退させるためのハンドル又はレバー８００が、設けられる。ハン
ドル８００が、図９の例示的な実施形態に示されているが、本明細書に記載の様々な例示
的な実施形態は、他の手動作動装置を使用してもよい。ハンドル８００は、例えば、ピン
８０４に接続することができ、それによってこのハンドル８００が、ピン８０４を中心に
して方向８０２に図１０に示される位置まで回転することができる。
【００５６】
　ハンドル８００の作動によって、放出弁を作動させ、防振部材（複数可）を後退させる
のが可能になる。例示的な実施形態によれば、リンク機構８１０は、ハンドル８００が方
向８０２に手動で作動されるときに、リンク機構８１０が方向８１２に沿って移動するよ
うに、ハンドル８００に接続することができる。例示的な実施形態によれば、リンク機構
８１０は、図５及び図６の例示的な実施形態の放出弁４２０又は５２０等の、油圧システ
ムの放出弁８２０に係合するように構成されるカムブロック８２２に接続してもよい、又
はこのカムブロックを含むことができる。こうして、リンク機構８１０が方向８１２に移
動したときに、カムブロック８２２のカム面８２３は、放出弁８２０に係合することがで
き、図１０の方向８１２に沿って放出弁８２０に力を加えて、油圧システム内の圧力を解
放する開いた位置にし、上述した例示的な実施形態で説明したように、防振部材（複数可
）を後退させるのを可能にする。
【００５７】
　上述したように、患者側カートの駆動車輪は、防振部材（複数可）を展開して患者側カ
ートの固定化を促進する場合に、固定化することができる。例示的な実施形態によれば、
手動解除装置（例えば、ハンドル８００）の作動によって、駆動車輪のロックを解除する
ことができる。図９及び図１０に示されるように、リンク機構８１０は、駆動車輪を駆動
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する電動モータ８３０（例えば、図２の例示的な実施形態のモータ２１１又は２１３等）
の部材８３２に接続することができる。こうして、リンク機構８１０が方向８１２に移動
したときに、部材８３２及び電動モータ８３０は、方向８３４に沿って電動モータ８３０
が手動でロック解除される位置まで回転させることができ、電動モータ８３０に関連付け
られる駆動車輪（例えば、図２の例示的な実施形態の車輪２１０又は２１２等）が自由に
回転するのが可能になる。リンク機構８１０は、図９及び図１０の例示的な実施形態にお
いて単一の電動モータ８３０に接続されるように示されているが、リンク機構８１０を患
者側カートの複数の電動モータに接続して、各モータのロックを解除し、カートの移動を
容易にしてもよい。
【００５８】
　図９及び図１０の例示的な実施形態に関して上述したように、手動解除装置（例えば、
ハンドル８００）の作動によって、患者側カートが自由に移動し及び防振部材（複数可）
が放出弁の作動等によって後退されるニュートラル状態に、患者側カートを配置すること
ができる。防振部材（複数可）を再度展開し及び／又は電動モータ（複数可）を介して駆
動車輪（複数可）をロックするために、手動解除装置は、図９の例示的な実施形態のハン
ドル８００の状態等の初期状態に戻す必要があり得る。しかしながら、ユーザは、手動解
除装置をその初期状態に戻すことを忘れる可能性がある。従って、手動解除装置が作動状
態にあることをユーザに通知する手段を設けることが望ましい。
【００５９】
　図９及び図１０に示されるように、ハンドル８００、リンク機構８１０、及び手動解除
装置に関連する他の装置は、患者側カートのベース内等の、ドア８４０の後ろの区画内に
収容することができる。ドア８４０は、ドア８４０がフレーム８４８に対して閉じた状態
にある斜視図を示す図９及び図１１に示されるように、ドア８４２をヒンジ８４２を介し
て方向８４６に開くこと等によって、ユーザが区画内部のハンドル８００にアクセスする
ことによって開けることができる。例示的な実施形態によれば、ばね等の付勢装置（図示
せず）又は他の付勢装置は、一旦ドア８４０が閉じた位置から移動すると、ドア８４０を
開いた位置に付勢してもよい。しかしながら、一旦ハンドル８００を作動してリンク機構
８１０を方向８１２に沿って移動させると、リンク機構８１０に接続された停止部材８４
４も、方向８１２に沿って図１０及び図１２に示される位置まで移動する。停止部材８４
４が図１０及び図１２に示される位置にある場合に、停止部材８４４は、ドア８４０を閉
じるようとした場合にヒンジ８４２と係合し、ドア８４０がフレーム８４８に対して閉じ
るのを防止ずる。このように、ユーザは、手動解除装置へのアクセスを提供するドア８４
０を閉じることができないので、ユーザは、手動解除装置が作動状態のままであるという
通知を受けることができる。
【００６０】
　他の通知装置は、図９～図１２の例示的な実施形態に加えて、又はこれ以外に使用する
ことができる。例示的な実施形態によれば、手動解除装置（例えば、ハンドル８００）が
作動状態にある場合を検出するセンサを、設けてもよい。センサからの信号を使用して、
手動解除装置が作動状態にあることを示す視覚及び／又は音声フィードバック等のフィー
ドバックをユーザに提供することができる。
【００６１】
　以下に説明する様々な例示的な実施形態は、ロボット手術システムの患者側カートを参
照し得るが、当業者は、本明細書に記載のカート及び防振部材を、例えば撮像装置、操作
テーブル等の他の車輪付きプラットフォーム、及び他の車輪付き装置に利用する方法を理
解するであろう。
【００６２】
　患者側カートに防振部材（複数可）を設けることによって、患者側カート及び患者側カ
ートに取り付けられた手術用器具に発生する振動の低減が促進される。防振部材を地面に
対して展開又は後退させて、患者側カートの振動の低減及び移動を容易にすることができ
る。さらに、患者側カートは、防振部材（複数可）の展開及び後退を制御するための制御
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装置を含み、ユーザからの命令を必要とせず、防振部材（複数可）の自動展開及び後退を
容易にすることができる。
【００６３】
　本明細書に記載の様々な動作方法を含む例示的な実施形態は、データを記憶し、読み出
し、処理し、及び／又は出力する、及び／又は他のコンピュータと通信する任意のコンピ
ュータ（非限定的な例として）等の、コンピュータハードウェア（演算装置）及び／又は
ソフトウェアで実現することができる。生成された結果は、コンピュータハードウェアの
ディスプレイに表示することができる。本開示の様々な例示的な実施形態による様々な応
答及び信号処理に作用するアルゴリズムを含む１つ又は複数のプログラム／ソフトウェア
は、コアプロセッサを含む制御カートの又はこのカートに関連するデータインターフェイ
スモジュール等のプロセッサによって実行することができ、及びコンピュータ読み取り可
能な記録及び／又は記憶媒体を含むコンピュータ可読媒体上に記録することができる。コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、磁気記録装置、光ディスク、光磁気デ
ィスク、及び／又は半導体メモリ（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ等）が挙げられる。磁気記録
装置の例としては、ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁
気テープ（ＭＴ）が挙げられる。光ディスクの例としては、ＤＶＤ（デジタル多用途ディ
スク）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（コンパクトディスク－読み出し専用メモリ）、
及びＣＤ－Ｒ（書込み可能）／ＲＷが挙げられる。
【００６４】
　更なる修正及び代替実施形態は、本明細書の開示に鑑みて当業者には明らかになるであ
ろう。例えば、装置、システム、及び方法は、操作を明確にするために図面及び詳細な説
明から省略された追加の要素又はステップを含み得る。従って、この詳細な説明は、単な
る例示として解釈すべきであり、本開示を実施する一般的な方法を当業者に教示する目的
のためにある。本明細書で示され且つ説明された様々な実施形態は、実施例として捉える
ように理解すべきである。要素及び材料、並びにこれらの要素及び材料の配置は、本明細
書で例示し且つ説明した要素及び材料等に交換することができ、部品及びプロセスは、逆
にしてもよく、本教示の特定の機能は、独立して利用することができ、本明細書の詳細な
説明の利益を理解した後に当業者には全てが明らかになるであろう。変更は、本開示及び
以下の特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明した要素に行うことができ
る。
【００６５】
　本明細書に記載された特定の実施例及び実施形態は、非限定的であり、構造、寸法、材
料、及び方法に対する修正は、本開示の範囲から逸脱することなく行うことができること
を理解すべきである。
【００６６】
　本開示に係る他の実施形態は、本明細書に開示される本発明の明細及び実施態様を考慮
すれば当業者には明らかになるであろう。明細及び実施態様は、例示としてのみ考慮すべ
きであり、特許請求の範囲は、等価物を含むその完全な範囲に権利が与えられることを意
図している。
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